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法人住民税、法人事業税の 

税率変更に注意！ 

 地方間の偏在性を是正するため、２０１４年度税

制改正において、税率４．４％の地方法人税が国

税として創設され、地方法人関係税は、法人住

民税法人税割の税率が合計４．４％（都道府県分

１．８％、市町村分２．６％）引き下げられる一方、

法人事業税は、地方法人特別税の一部復元で

所得割と収入割の税率が引き上げられます。 

 これらは、２０１４年１０月１日以降開始される事

業年度から両税の税率が変更となっております

ので、ご注意ください。 

 

 法人住民税法人税割の税率は、都道府県分が

現行の５．０％（制限税率６．０％）が３．２％（同４．

２％）に、市町村分が同１２．３％（同１４．７％）が９．

７％（同１２．１％）に引き下げられます。 

 東京都の場合、現在、超過課税を行っています

が、超過課税の規模を変更せず、法人都民税法

人税割と法人事業税（所得割・収入割等）の税率

を改めます。 

 具体的には、法人都民税法人税割は、２３区内

に事務所等がある場合、これまでの超過課税の

税率２０．７％（道府県民税相当分６．０％＋市町

村民税相当分１４．７％）が１６．３％（同４．２％＋

１２．１％）へと４．４％引き下げられます。 

 また、市町村に事務所等がある場合は６．０％が４．

２％へと１．８％の引下げとなります。 

 ただし、東京都は、資本金の額または出資金の額が

１億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人

税額が年１,０００万円以下の法人に対しては標準税率

で課税する不均一課税を実施していますので、２３区

内に事務所等があって不均一課税される場合は現行

税率１７．３％（道府県民税相当分５．０％＋市町村民

税相当分１２．３％）が１２．９％（同３．２％＋９．７％）に、

市町村に事務所等があって不均一課税される場合は

同じく５．０％が３．２％になります。 

 

 法人事業税については、所得課税、収入金額課税、

外形標準課税（所得割）ともそれぞれの区分ごとに税

率が引き上げられます。 

 東京都の所得課税をみてみますと、年４００万円以

下の所得の普通法人のケースでは現行２．９５％（超

過税率）が３．６５％（同）に、年８００万円を超える所得

または軽減税率不適用法人は同５．７８％（同）が７．１

８％（同）に、それぞれ引き上げられますので、ご注意

ください。 

（注意） 

 上記の記載内容は、平成２６年１１月２０日現在の情報に基づ

いて記載しております。 

 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い

等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は

将来にわたって保証されるものではありません。 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

yasukouchi@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

yasukouchi@skc.ne.jp 


